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令和６年第６回函館市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和６年６月２７日（木） 開会 １４：００ 閉会 １４：４０ 

 

２ 開催場所 函館市役所 ８階第２会議室 

 

３ 出席委員 

  議 長  立 藏 義 春     ６ 番  山 田 美代子 

  １ 番  川 村   稔     ７ 番  近 江 政 夫 

  ３ 番  佐 藤   勉     ８ 番  菅 原 秀 樹 

４ 番  大 槻 寅 男     ９ 番  西 浦 克 彦 

５ 番  八 戸 千 修      

                             以上９名 

 

４ 事務局出席者 

  次   長  吉 田 浩 樹    主任主事  笠 原 未 帆 

  農地課長  石 岡 正 直    主  事  小笠原 康 太 

  主  査  奥 野 秀 光     

   

                              以上５名 

 

５ 付議事項 

  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  議案第２号 農用地利用集積計画（所有権移転および利用権設定）の決定について 

  議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について 

  議案第４号 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進状況 

その他事務の実施状況の公表（案）について 

  議案第５号 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について 

  報告第１号 会長の専決処分の報告について（土地の現況証明書の交付について） 

 



 
 

１４：００ 開会 

 

議長（立藏会長） 

 

ただいまより，令和６年第６回農業委員会総会を開会いたします。 

  まずはじめに，「農業委員会憲章」を唱和いたします。 

委員ならびに事務局職員はご起立願います。 

函館市農業委員会憲章。 

 

（「農業委員会憲章」唱和） 

 

ご着席願います。 

続いて，本日の日程の確認ですが，お手元に配付した日程のとおり議案５件，報告 

１件，計６件となっております。 

よろしくご審議くださいますよう，お願い申し上げます。 

それでは，本日の日程に進みます｡ 

日程第１議事録署名委員の指名をいたします。 

議事録署名委員には，１番川村委員，３番佐藤委員の両名を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に，日程第２議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題

といたします。  

それでは，事務局に議案内容を説明させます。  

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の５ページをお開き願います。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を，ご説明申し上げま

す。 

本件は，農地法第３条第１項の規定により，１件の所有権移転および１件の賃貸借

の許可申請があったので，審議を求めるものでございます。 

６ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり

で，面積は，１千６４４平方メートル，権利の種類は所有権で，譲渡人，譲受人は記

載のとおりでございます。 

申請理由は，譲渡人が農地の処分，譲受人が経営の拡大となっております。 

なお，７ページが箇所図，８ページが調査書となってございます。 

続きまして，９ページをお開き願います。 

番号２についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり

で，面積は，３万４千１４６平方メートル，権利の種類は賃借権で，貸主，借主は記

載のとおりでございます。 



 
 

申請理由は，貸主が相手方要望，借主が経営の拡大となっております。 

 

なお，１０ページが箇所図，１１ページが調査書となってございます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に，現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと 

 思います。 

それでは，調査委員を代表して，３番佐藤委員からご報告願います。 

 

３番（佐藤委員） 

 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について，番号１から番号２に係る

予備審査の結果ですが，この案件について，調査委員全員の意見が一致しております

ので，代表して私からご報告いたします。 

番号１から番号２について,農地の所有権移転および賃借権設定に対する判断基準

の要件について，申請書に基づき，譲受人および借主の事業計画内容や農地の効率的

な利用，周辺の農地への影響などについて，事務局から説明を受け，調査委員３人が

資料等を確認，現地調査を実施し，判断できる範囲で検討した結果，申請内容につい

て，特に問題となる点は無いものと判断いたしました。 

以上，議案第１号番号１から番号２についての調査結果として，ご報告いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，各件について，許可することが相当か

どうかご審議願います。 

それでは，各委員からご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第１号

「農地法第３条の規定による許可申請について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

各件について，許可することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 



 
 

異議なしと認め，許可することに決定いたしました。 

次に，日程第３議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたし

ます。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の１２ページをお開き願います。 

議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」をご説明申し上げます。 

本件は，農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により申し出のあった所有

権移転２件および利用権設定１件，計３件の農用地利用集積計画の決定について，審

議を求めるものでございます。 

１３ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで，

面積は，１万１千３３２平方メートル，権利の種類は所有権，譲渡人，譲受人は記載

のとおりでございます。 

利用目的は畑，所有権の移転時期，対価の支払期限および引渡の時期は，令和６年

６月２８日，対価は，記載のとおりで，申請理由は，譲渡人が相手方要望，譲受人が

経営の拡大となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，１４ページが調査書となってございます。 

続きまして，１５ページをお開き願います。 

番号２についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで，

面積は，３筆合計３万２千５６６平方メートル，権利の種類は所有権，譲渡人，譲受

人は記載のとおりでございます。 

利用目的は畑，所有権の移転時期，対価の支払期限および引渡の時期は，令和６年

７月３１日，対価は，記載のとおりで，申請理由は，譲渡人が相手方要望，譲受人が

経営の拡大となっております。 

なお，１６ページが箇所図，１７ページが調査書となってございます。 

続きまして，１８ページをお開き願います。 

番号３についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで，

面積は，９千８０８平方メートルのうち，７千６８５平方メートル，貸主，借主は記

載のとおりでございます。 

利用権の種類は，賃借権，利用目的は田，利用期間の始期は，令和６年７月１日，

終期は，令和１０年１２月３１日，賃料は，記載のとおりで，申請理由は，貸主が相

手方要望，借主が経営の拡大となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，１９ページが調査書となってございます。 

以上でございます。 

 

 

 



 
 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと思 

います。 

それでは，調査委員を代表して３番佐藤委員からご報告願います。 

 

３番（佐藤委員） 

 

議案第２号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決

定について，番号１から番号３に係る予備審査の結果ですが，この案件について調査

委員全員の意見が一致しておりますので，代表して私からご報告いたします。 

番号１から番号３について，農地の所有権移転，賃借権設定に対する判断基準の要

件について，申請書に基づき，譲受人および借主の経営状況や農地の効率的な利用，

周辺の農地への影響などについて，事務局から説明を受け，調査委員３人が資料等を

確認，現地調査を実施し，判断できる範囲で検討した結果，計画内容について，特に

問題となる点は無いものと判断いたしました。 

以上，議案第２号番号１から番号３についての調査結果として，ご報告いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，各件について，計画内容が適正である

かどうかご審議願います。 

それでは，各委員からご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第２号

「農用地利用集積計画の決定について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

各件については，適正な計画と認め，原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

次に，日程第４議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に係る意見につい

て」を議題といたします。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 



 
 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の２０ページをお開き願います。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について」をご説明申

し上げます。 

本件は，農地法第５条の規定により，農地転用許可申請書の提出が１件あったこと

から，審議を求めるものでございます。 

２１ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり

で，面積は，９９９平方メートル，農地区分は第２種農地でございます。 

権利の内容は，所有権，計画内容は，農業用倉庫の建築となっておりまして，所有

者および転用者は，記載のとおりでございます。 

転用理由についてですが，転用者は農地所有適格法人で，当該申請地は，耕作する

農地，および転用者の住宅を含む所有地に近接しており，立地条件，敷地面積等を検

討した結果，当該申請地以外の土地を確保できなかったことから，当該申請地を転用

するものでございます。 

なお，２２ページが箇所図，２３ページが調査書となってございます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと思 

います。 

それでは，調査委員を代表して３番佐藤委員からご報告願います。 

 

３番（佐藤委員） 

 

議案第３号地法第５条の規定による許可申請について，番号１に係る予備審査の結

果ですが，この案件について，調査委員全員の意見が一致しておりますので，代表し

て私からご報告いたします。 

番号１について，申請書に基づき，周辺の農地の状況や現地を確認し，申請内容に

ついて事務局から説明を受けました。 

申請内容は，農業用倉庫の建築によるものですが，当該農地は，函館市立赤川中学

校の北東約３００ｍに位置し，５ヘクタール未満の生産性の低い小集団の農地である

ことから，第２種農地と判断し，ほかに代替地も認められず，立地基準および転用面

積等の一般基準について，調査委員３人が確認，判断できる範囲で検討した結果，申

請内容について，特に問題となる点は無いものと判断しました。 

以上，議案第３号番号１についての調査結果として，ご報告いたします。 

 



 
 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，本件について許可することが相当かど 

うかご審議願います。 

それでは，各委員から，ご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第３号

「農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について」を採択いたします。 

お諮りいたします。 

本件については，「許可相当と認める」との意見を付し，申請書のとおり北海道へ

報告することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，許可相当として報告することに決定いたしました。 

次に，日程第５議案第４号「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状

況その他事務の実施状況の公表（案）について」を議題といたします。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の２４ページをお開き願います。 

議案第４号「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の

実施状況の公表（案）について」をご説明申し上げます。 

本件につきましては，先日，農業委員，農地利用最適化推進委員の皆様に対し書面

で協議を行った案の決定について，審議を求めるものでございます。 

２５ページをお開き願います。 

令和６年４月１日現在の「Ⅰ農業委員会の状況」につきましては，記載のとおりで

ございます。 

なお，農地利用最適化推進委員の委嘱年月日につきましては，「※印」のとおり記

載しております。 

２６ページをお開き願います。 

「Ⅱ最適化活動の実施状況」について，ご説明申し上げます。 

「１最適化活動の成果目標」「（１）農地の集積」についてですが， 

「①現状及び課題」欄の農地面積は，農林水産省の統計数値を記載しております。 

また，これまでの集積面積「９８９ｈａ」は，令和５年３月末の数値を記載してお

ります。 



 
 

「②目標」につきましては，これまでの集積面積に，農業委員会が定めております

「最適化の推進に関する指針」において，単年度の集積面積を「１０ｈａ」の増とし

ておりましたので，これまでの集積面積に加算した「９９９ｈａ」を目標としており

ました。 

「③実績」につきましては，新規の集積面積実績が「１６．４ｈａ」で，集積面積

の累計が「１，００５．４ｈａ」となり，目標の集積面積「９９９ｈａ」に対する達

成状況は，「１００．６％」となっております。 

次に，「（２）遊休農地の発生防止・解消」についてでございます。 

「①現状及び課題」の遊休農地面積は，令和５年度末の状況を記載しております。 

令和４年度の非農地化の判断・決定により「３９ｈａ」が減少となったことから，

それまでの「５９ｈａ」から減少分を差し引き，「２０ｈａ」と記載しております。 

「②目標」につきましては，令和４年２月２日付け農林水産省経営局長通知により，

令和３年度の利用状況調査により判明した緑区分の遊休農地を，令和４年度から令和

８年度まで「５分の１」ずつ５年間で解消することとしております。したがいまして，

令和３年度時点の「２３ｈａ」のうち「４．６ｈａ」を目標に掲げておりましたが，

２７ページの「③実績」に記載のとおり令和５年度においては，利用状況調査により

緑区分の「３．６ｈａ」の遊休農地を解消しております。 

「④その他」におきまして，農業委員・推進委員の皆さまにより９月から１０月ま

で利用状況調査を行い，総会において，緑区分「３．６ｈａ」と，黄区分は「０ｈａ」

で，全体で「３．６ｈａ」の非農地化の判断・決定，遊休農地の解消が図られたこと

を記載してございます。 

次に，（３）の「新規参入の促進」についてですが，記載のとおりでございます。 

２８ページをお開き願います。 

「２最適化活動の活動目標」の「（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標」

について，ご説明申し上げます。 

国は，推進委員等が最適化活動を行う日数の目標として最低６日から７日と示して

いることから，令和５年度の活動日数を６日としたところでございます。 

また，原則，全ての農業委員および推進委員の最適化活動を評価するとしているた

め，全ての委員を活動対象者として設定しております。 

また，１人あたり月平均６日の活動日数を目標としまして，資料に記載しておりま

す３項目の取り組みを設定したところでありますが，令和５年度は，９月に「利用状

況調査」を実施しております。 

２９ページをお開き願います。 

次に，「（３）新規参入相談会への参加」について，ご説明申し上げます。 

渡島総合振興局におきまして令和５年度中，３回「おしま農業のお仕事相談会」が

開催されましたが，参加することができませんでした。 

次に，「目標の達成状況の評語」について，ご説明申し上げます。 

令和５年度から成果目標の「農地の集積」，「緑区分の遊休農地の解消」，「新規

参入の促進」の達成状況に応じた点数制による評価となっております。 

それぞれの成果目標の点数につきましては，「農地の集積」は，目標「９９９ｈａ」



 
 

に対し，実績が「１，００５ｈａ」，達成率「１００．６％」となりますので，３点

が加算となります。 

次に，「緑区分の遊休農地の解消」は，目標「４．６ｈａ」に対し，実績「３．６

ｈａ」，達成率「７８．３％」となりますので，１点が加算となります。 

次に，「新規参入の促進」は，目標「１３．５ｈａ」に対し，実績が「０．９ｈａ」

達成率「６．７％」となりますので，１点が加算となります。 

結果としましては，令和５年度の当農業委員会の達成点数は合計５点となりますの

で，「目標に対して期待どおりの結果が得られた」として，評価したところでありま

す。 

次に，「推進委員等の点検・評価結果」について，ご説明いたします。 

点検・評価結果につきましても，点数制による評価となっておりますが，先ほどの

成果目標の達成状況とは別に，配点自体が定められております。 

その配点により，「農地の集積」の達成率が「１００．６％」となりますので，２

点が加算となります。 

次に，「緑区分の遊休農地の解消」の達成率が「７８．３％」となりますので，１

点の加算となります。 

次に，「新規参入の促進」の達成率が「６．７％」となりますので，１点となりま

す。 

また，推進委員等の点検・評価につきましては，月平均の活動日数目標の達成状況

による加点があり，活動日数が「目標を上回った場合は６点」，「目標どおりの場合

は４点」，「目標を下回った場合は２点」が加算となります。 

さらに，月あたりの最適化活動の年間平均日数の達成による加点もあり，活動日数

が「１３日以上は，１２点」「８日以上１３日未満は，８点」「６日以上８日未満は，

４点」が加算となります。 

評価結果につきましては，２５点で「目標に対して期待を大幅に上回る結果が得ら

れた」が３名，１９点で「目標に対して期待どおりの結果が得られた」が１名，９点

から１３点で「目標に対して期待をやや下回る結果となった」が１３名と，評価した

ところであります。 

議案書の３０ページをお開き願います。 

「Ⅲ事務の実施状況」について，ご説明申し上げます。 

「１総会、部会の開催実績」は，令和５年度の実績を記載しておりますが，７月に

委員改選がございましたので，定例回数より１回多くなってございます。 

「２農地法第３条に基づく許可事務」についてですが，令和５年度の処理件数は，

１８件であり，すべて「許可」しております。 

標準処理期間は，申請書受理から２８日と定められておりますが，実際の処理期間

は平均で，２２日となっております。 

「３農地転用に関する事務」についてですが，令和５年度の処理件数は，４件であ

り，すべて「許可」しております。 

標準処理期間は，申請書受理から４２日と定められておりますが，実際の処理期間

は平均で５９日となっております。 



 
 

標準処理期間内に処理が行われなかった事由ですが，北海道知事への意見送付の前

に北海道農業会議へ意見聴取を行うため，総会翌月の常設審議会の審査に付すことに

よるものです。 

次に，「４違反転用への対応」についてですが，令和５年度において，違反転用は

ございませんでした。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から，説明がありましたが，この（案）について，各委員から，何

かご意見などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第４号

「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公

表（案）について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については，原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

次に，日程第６議案第５号「令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について」

を議題といたします。 

それでは，事務局に報告内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案第５号「令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について」を，ご説明申

し上げます。 

令和４年２月２５日付け農林水産省経営局農地政策課長通知により，農業委員会は

最適化活動の実施状況の公表に当たり，最適化活動の目標設定等に取り組むこととさ

れました。 

議案書の３２ページをお開き願います。 

はじめに，「Ⅰ農業委員会の状況」令和６年４月１日現在について，ご説明申し上

げます。 

「１農業委員会の現在の体制」および「２農家・農地等の概要」は，記載のとおり

でございます。 



 
 

なお，本ページの内容につきましては，２５ページの別紙様式５と同様となってご

ざいます。 

３３ページをお開き願います。 

「Ⅱ最適化活動の目標」「１最適化活動の成果目標」「（１）農地の集積」「①現

状及び課題」について，ご説明申し上げます。 

議案第４号におきましてもご説明いたしましたが，農地面積は，農林水産省の統計

数値を記載しております。また，これまでの集積面積「１，００５．４ｈａ」は，令

和６年３月末の数値を記載しております。 

続きまして，「②目標」につきましては，これまでの集積面積に，農業委員会が定

めております「最適化の推進に関する指針」において，単年度の集積面積を「１０ｈ

ａ」の増といたしまして，「１，０１５．４ｈａ」を目標としたところでございます。 

次に，「（２）遊休農地の解消」「①現状及び課題」について，ご説明申し上げま

す。 

現状の遊休および課題の農地面積につきましては，令和５年度当初の遊休農地が「２

０ｈａ」であり，令和５年度末におきまして，遊休農地の緑区分「３．６ｈａ」の解

消を行っておりますので，令和６年度当初において，当委員会が把握している遊休農

地は「１６．４ｈａ」となります。 

「②目標」「ア既存遊休農地の解消」について，ご説明申し上げます。 

「ａ緑区分の遊休農地の解消」「ｂ黄区分の遊休農地の解消」につきましては，「別

紙様式５」の「２６ページ，２７ページ」をご説明した際と同様，要領により記載方

法が示されておりますので，令和３年度時点の数値を記載しております。 

今後におきましても，農業委員・推進委員の皆様による利用状況調査を実施し，遊

休農地の把握，解消に取り組んで参りたいと考えているところであります。 

３４ページをお開き願います。 

次に，「（３）新規参入の促進」「①現状及び課題」についてでございますが，直

近３ヵ年の数値を記載しております。 

「②目標」でございますが，３ヵ年の権利移動面積の平均が「１２７ｈａ」でござ

いまして，その１割であります「１２．７ｈａ」を令和６年度の目標としたところで

ございます。 

「２最適化活動の活動目標」「（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標」に

ついて，ご説明申し上げます。 

国は，推進委員等が最適化活動を行う日数の目標として最低６日から７日と示して

いることから，６日を目標に設定しております。 

また，原則，全ての農業委員および推進委員の最適化活動を評価するとしているた

め，全ての委員を活動対象者として設定しております。 

「（２）活動強化月間の設定目標」につきましては，強化月間を３回以上設けるこ

ととしているため，記載しております３回の取り組みを設定しております。 

「（３）新規参入相談会への参加目標」につきまして，ご説明申し上げます。 

本市において現時点では実施していないことから，渡島総合振興局主催の「おしま

農業のお仕事相談会」への参加を参加目標として設定しております。 



 
 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から，説明がありましたが，この（案）について，各委員から，何

かご意見などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

  ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第５号

「令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について」を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本件については，原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

なお，「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施

状況」および「令和６年度最適化活動の目標の設定等」につきましては，本日の決定

をもって，農業委員会ホームページでの公表および北海道への報告を行いますので，

ご承知おき願います。 

 

次に，日程第７報告第１号会長の専決処分の報告について「土地の現況証明書の交

付について」を議題といたします。 

それでは，事務局に報告内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の３６ページをお開き願います。 

報告第１号「会長の専決処分の報告について（土地の現況証明書の交付について）」

をご説明申し上げます。 

本件につきましては，土地の現況証明願書の提出が９件あったことから，「函館市

農業委員会規程」第２３条第１項第４号の規定により専決処分を行ったもので，同条

第２項の規定により，報告するものでございます。 

 ３５ページをお開き願います。 

このページの番号１から４５ページの番号９まで，区域外３件，市街化調整区域１

件，市街化区域５件，計９件の現況証明願書の提出があり，事務局にて調査した結果，

記載のとおり，それぞれ農地・採草放牧地以外と確認し，現況証明書を交付いたしま

した。 



 
 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいまの報告について，各委員から何かご質問ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので，本件について終わります。 

以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

  最後に，その他ですが，３点お話がございます。 

 １点目ですが，６月３日，月曜日に実施しました農地パトロール調査の結果につい

て，推進委員から報告がありましたので，事務局に内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

  それでは，農地パトロール調査の結果報告の内容について，ご説明申し上げます。 

本調査は，旧亀田地区を対象に，松浦推進委員，松岡推進委員，保志場推進委員の

３名と事務局職員により実施しており，調査結果については，「把握できる調査範囲

内で確認した結果，無断転用などの事例は見受けられなかった。」との報告内容でご

ざいます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

  ありがとうございます。 

  ただいまの報告について，各委員から何かご質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

  続いて，２点目ですが，次回の総会は，令和６年７月２４日水曜日午後２時から市

役所８階大会議室において，開催いたします。 

また，議案の締切日は，７月５日金曜日となっております｡ 

 続いて，３点目ですが，次回総会の現地調査日は，７月１７日水曜日午後１時から

となります。 

 

それでは，７月の現地調査委員を指名いたします。 

  ４番大槻委員，５番八戸委員，６番山田委員以上，３名を指名いたします。 

３名の方は，午後１時に，事務局に集合となりますので，大変お忙しい中とは存じ



 
 

ますが，どうぞよろしくお願いいたします。 

私からは，以上ですが，他に，各委員から，何かご発言はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

それでは，以上をもちまして，本日の総会を閉会いたします。 

 

１４：４０ 

 



 
 

以上，会議の顛末を記録し相違ないことを証明する。 
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